
第２回裁判の迅速化法に関する検討会

議 事 録

第１ 日 時 平成２６年２月１４日（金）自 午前９時５８分

至 午後０時０１分

第２ 場 所 法務省大会議室（地下１階）

第３ 議 題

１ 開会，委員の紹介

２ 今後の議論の進め方について

３ 個別の論点について

４ 次回の予定，閉会

第４ 出席委員等 長谷部座長，大谷委員，大野（勝）委員，大野（顕）委員，川上委員，

久保委員，丹野委員，中尾委員，二島委員，矢尾委員，佐々木関係官
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議 事

○鈴木参事官 それでは，若干時間前ではございますが，全員おそろいのようでございますの

で，裁判の迅速化に関する検討会第２回会議を始めさせていただきます。

本日は，司法法制部長の小川は，用務のため欠席でございます。進行は，長谷部座長にお

願いいたします。よろしくお願いいたします。

○長谷部座長 皆さんおはようございます。本日もお忙しい中，また雪で御足元が悪い中，お

集まりいただきましてありがとうございます。

まず初めに，新しく出席された委員を御紹介いたします。事務局の方からお願いします。

○鈴木参事官 前回の検討会の後，人事異動がありまして，山根英嗣委員が大谷晃大委員に交

代されました。大谷委員から，一言御挨拶いただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○大谷委員 １月９日付で最高検察庁の公判部副部長を拝命いたしました大谷です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○鈴木参事官 続きまして，前回御欠席でした丹野美絵子委員でございます。一言御挨拶いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。

○丹野委員 前回欠席をいたしまして大変御無礼をいたしました。国民生活センターの丹野で

ございます。

一言御挨拶申し上げます。国民生活センターは，消費者庁所管の独立行政法人でございま

して，全国に１，０００か所ぐらいございます，いわゆる消費生活センター，消費者紛争，

ＢｔｏＣの紛争を扱う消費者の駆け込み寺ですが，その消費生活センターと連携をしながら，

消費者トラブル・消費者紛争の解決に努力している機関でございます。

国民生活センター自身も消費生活相談以外にＡＤＲを持っておりまして，ＡＤＲとしては

年間１５０件程度の紛争処理を行っています。その立場から今回参加をさせていただきたい

と思いますので，消費者・ユーザー視点から御意見を申し上げることができればと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。

○長谷部座長 ありがとうございました。

次に，本日の配布資料の確認をさせていただきます。事務局から確認をお願いします。

○鈴木参事官 本日皆様のお手元にお配りしております資料として，事務局提出資料と最高裁

提出資料がございます。

事務局提出資料１は，委員等名簿でございます。山根委員から大谷委員への交代を反映し

たものでございます。事務局提出資料２は論点整理（案），事務局提出資料３－１と資料３

－２はＡＤＲに関する説明資料でございます。詳細は，後ほど御説明いたします。

最高裁提出資料につきましては，諸外国の審理期間に関する資料でございます。後ほど最

高裁判所から御説明を頂く予定でございます。

○長谷部座長 ありがとうございました。

それでは，議事に入ります。

まず，前回最高裁判所から最高裁判所における検証について御報告いただきましたが，前

回の報告の補足があると伺っております。佐々木関係官に御説明をお願いいたします。

○佐々木関係官 佐々木でございます。よろしくお願いいたします。

それでは，机上にございます最高裁判所提出資料を御覧ください。
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こちらが審理期間に関する統計の評価に関連いたしまして，諸外国の平均審理期間の状況

について御紹介するという趣旨で提出させていただいたものでございます。

こちらの資料ですが，最高裁判所が作成しております裁判所データブックから諸外国の第

一審事件における平均審理期間を比較したという表でございます。

最高裁判所では，こうした諸外国の第一審における平均審理期間に関する情報を収集して

おりますが，これは，その中でも直近のものを整理したものでございます。これらの統計数

値ですが，まずお断りをしたいと思いますが，これは最高裁判所におきまして可能な限り収

集したというものにすぎませんし，脚注にも詳細に記載されておりますように，統計の基準

値だとか数値の算出方法などについても国によってばらつきがございますので，この点には

御留意をいただければと思います。

その前提で表を御覧いただきますと，まず民事でございますが，一番上の枠組みにありま

す民事の欄を御覧ください。

民事でございますけれども，地裁レベルでの裁判所を見ますと，日本の地裁の平均審理期

間は一番右端にございますとおり７．８か月ということになっておりますけれども，諸外国

では左から順にアメリカで７．８か月，イギリスの高等法院で１１．６か月，ドイツの地裁

で８．２か月，フランスの大審裁判所で７．９か月ということとなっております。

続いて，その下の段の刑事でございますが，日本の裁判所の地裁の平均が一番右端にござ

いますとおり３．０か月となっておりますが，アメリカにおきましては６．７か月，イギリ

スにおきましては３．６か月，ドイツにおきましては６．４か月，フランスの重罪院におき

ましては９．１か月ということとなっております。

こうした統計数値を見ますと，我が国の裁判が諸外国と比較いたしまして長期間を要して

いるというようなことは言えないのではないかと思われます。もちろん，各国の司法制度は，

各国の歴史的，あるいは社会的背景のもとに成り立っているものでございますので，そもそ

も国によって制度の構造自体が異なっておりますし，制度やその運用の背景にあります価値

観や訴訟観も異なっていると考えられます。

したがいまして，これらの表面的な統計数値を捉えて単純に各国の状況を比較するという

ことは，もとより相当ではないと言うべきではありますけれども，このような表面的で不完

全な形ではあっても，諸外国の状況を把握しておくことは我が国の審理の状況を考える上で

有益な示唆を与えるものではないかと思われましたので，今後の議論の参考として御紹介す

る次第でございます。

以上でございます。

○長谷部座長 どうもありがとうございました。

ただいま御指摘がありましたように，諸外国との比較というのはなかなか難しいところも

ございますけれども，非常に詳細な資料を御提出いただいたと思います。よろしいでしょう

か。

それでは，以上の御説明と前回の最高裁判所からの報告を踏まえまして，本日は当検討会

において，どのように議論を進めるべきか，またどのような事項について議論すべきかを協

議したいと思います。

この点について，まず事務局から配布されております論点整理（案）の説明をお願いいた

したいと思います。

○鈴木参事官 それでは，お手元の事務局提出資料２，論点整理（案）について御説明をいた
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します。

この論点整理（案）には，迅速化法第８条第１項に基づいて実施されてきました最高裁判

所の検証に関する過去５回にわたる報告書や，第１回検討会における最高裁判所の説明のほ

か，各委員から頂きました御意見なども踏まえまして，座長に適宜お諮りしながら事務局の

方でたたき台として作成したものでございます。

本日，委員の皆様に御議論いただき，今後の検討会において論点整理（案）に沿って検討

することにつきお諮りをした上で，今後の御議論を進めていただきたいと考えております。

この論点整理（案）は，３つの項目から成っております。

１つ目は迅速化の現状，２つ目は迅速化に向けた取組，３つ目は迅速化法の展望という項

目でして，それぞれの項目ごとに論点を整理しております。

実際の御議論に当たり，必ずしもこの論点整理（案）に記載した事項のみに議論が限定さ

れるというものではございませんので，議論全体の指標としてお考えいただければ幸いでご

ざいます。

それでは，中身の説明に入らせていただきます。

まず第１，迅速化の現状でございます。

最高裁判所における検証では，統計データについて継続的な分析が行われてきたほか，裁

判の長期化要因について検証が行われてきました。

また，第５回報告書においては，裁判外の社会的要因についても分析の対象とされ，検証

が行われました。

まず１，事件の動向及び傾向，審理期間の推移等につきましては，民事事件，刑事事件，

家事事件のそれぞれにつきまして，このような統計データについての分析や検証の結果の要

点をまとめたもの，続いて２，長期化要因，３，社会的要因は，それぞれこれらについての

最高裁判所の検証結果の要点をまとめたものでございます。

以上のような事件の動向及び傾向，審理期間の推移，長期化要因並びに社会的要因の分析

を踏まえまして，第１の迅速化の現状の論点におきましては，最高裁判所の検証結果から何

が明らかになったのか，裁判の迅速化についていかなる要因がどのような影響を与えてきた

のか，審理期間の推移をどのように評価すべきか，評価に当たり裁判の迅速化と審理の適

正・充実との関係をどのように考慮すべきかという点について御議論いただくことが考えら

れます。

続きまして，第２，迅速化に向けた取組でございます。

前回の最高裁判所の説明や委員からの御発言にありましたとおり，迅速化法は基盤整備法

としての性格を有していると理解することができます。このような迅速化法の意義，位置づ

けを踏まえまして，第２の迅速化に向けた取組の論点におきましては，これまで裁判の迅速

化及びそれに向けた基盤の整備について関係者がどのような取組を行ってきたのかを議論し

た上，それらの取組についてどのように評価をすべきか御議論いただくことが考えられます。

続きまして，第３，迅速化法の展望でございます。

ここでは，第１の論点，第２の論点での御議論を前提に，本検討会における検討のテーマ

であります迅速化の基本的枠組みについての今後の方向性について御議論いただくというも

のでございます。既に申し上げたような迅速化法の基盤整備法としての役割を踏まえつつ，

今後，迅速化法の定める基本的枠組みを維持することについて，どのように考えるのか。ま

た，迅速化の現状や最高裁判所の検証結果を踏まえ，最高裁判所が２年ごとに検証を行うと
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いう迅速化法第８条第１項の枠組みを維持することについてどのように考えるのか。さらに

は，迅速化法の存在意義や必要性，枠組みの相当性について御議論いただくことが考えられ

ます。

論点整理（案）の御説明は，以上のとおりです。限られた時間の中ではありますが，充実

した御議論をお願いできればと思っております。

○長谷部座長 ただいま御説明のありました論点整理（案）について，皆様に御議論を頂きた

いと思います。

御質問，あるいは御意見など何でも結構ですので，また，どの点からでも結構ですので，

どうぞ御自由に御発言いただきたいと思います。

中尾委員。

○中尾委員 論点整理（案）の第１，第２，第３の項目立てとか全体の構成はこれでいいと思

うんですが，若干気になる点を御検討いただければという，そういう趣旨で申し上げます。

第１，迅速化の現状のまとめの括弧書き部分ですが，これは第２の取組のところの括弧書き

の前書きの部分に「迅速化法の意義，位置づけを踏まえ」という枕言葉があるんですけれど

も，これと同じような枕言葉を第１の現状にも加えた方がいいんではないかという，そうい

う意見です。

迅速化の現状を評価する観点ですが，前回も御説明があったように，迅速化法が言う迅速

化，これは基盤整備法の趣旨から見た迅速化という，すなわち，充実・適正・迅速な手続と

これを支える制度・体制の整備の両面によって進められる迅速化という，そういうことだと

思うんです。その迅速化というのは，迅速化法第１条に規定されているんですが，飽くまで

国民が期待する司法制度を実現する手段という位置づけである。そうすると，迅速化法が言

う迅速化の現状の評価というのは，言い換えると，正に我が国の裁判とか司法制度が充実・

適正・迅速な手続と制度・体制の基盤整備という両面から見て国民が期待する現状にあるの

かどうかという評価だと思うんです。

その観点からすると，論点整理（案）の括弧書きの部分については，先ほどの御説明のと

おり統計データから見られる現状が書いてあるんですが，本文の１項とか４項の書きぶりと

併せて考えると，主に統計データにあらわれた事件動向とか審理期間，これの切り口から整

理されていますので，正に迅速化法が言う迅速化の現状の一断面に視点を置き過ぎるんでは

ないかと思われます。

したがって，統計データの背後にある充実・適正とか迅速の視点から見た裁判の現状とか，

あるいはこれを支える制度・体制の基盤整備の現状という視点を加えた総合的な切り口から

迅速化の現状を評価する必要があって，この現状の部分は，そういう趣旨のまとめ方の方が

いいのかなという感じがしております。

したがって，先ほど言った第２の取組と同じように，第１の現状についても，迅速化の意

義とか位置づけから見た評価というところをもう少し加える意味でも，先ほどの枕言葉を入

れた方がいいと思うし，それからすると，本文についても，４ページの第２の１は迅速化の

意義とか位置づけが書いてあるんですけれども，これも結局，取組の視点と同時に評価の視

点でもあるので，できれば，第１の現状の１のところに同じような文章を持ってきて，それ

から実情という，そういうふうなまとめ方の方が誤解を招かないためにもいいんじゃないか

という感じがいたします。

以上です。
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○長谷部座長 ありがとうございます。

ただいまの点につきまして，ほかの委員はいかがでしょうか。

事務局の方は，ここの表現についてお考えなどは何かありますか。

○鈴木参事官 中尾先生の御指摘，ごもっともかなと思われるところもありまして，確かに現

状につきまして，迅速化法の意義，位置づけを踏まえた上で，そういう視点からも御議論い

ただくというのは適切な議論の方法ではないかというふうに思っておりますので，そういっ

た方向で修文することも十分あり得るかなというふうに考えております。

○長谷部座長 川上委員，どうぞ。

○川上委員 川上でございます。事務局の論点整理（案）を拝見いたしましたが，今，中尾委

員からの御指摘のあった，殊さら排除するという，そういう御趣旨ではないように私は拝見

しましたが，そういう理解でよろしいでしょうか。

○鈴木参事官 正に御指摘のとおりでございまして，そこを排除するという意図は全くござい

ません。論点のつくり込みの中でこういった記載になっておりますが，検討としては川上先

生が御指摘のとおり，そこを排除するものではないという理解でおります。

○中尾委員 若干書きぶりが審理期間とか動向という統計データに比重を置いて書かれている

ので，その点です。誤解を招かないという点でも，先ほどのところを加えた方がいいんじゃ

ないか。そういう趣旨でございます。

○長谷部座長 では，そのように工夫してみてください。

○鈴木参事官 はい。

○長谷部座長 ほかの点につきましては，いかがでしょうか。あるいは，この点について御質

問といったことでも結構ですけれども。

では，よろしいでしょうか。

それでは，今後の議論のテーマにつきましては，この論点整理（案）に従って御議論いた

だくということでよろしいでしょうか。御承認いただけますでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは，本日まだ始まったばかりで終了予定時刻まで大分ございますので，早速論点の

検討に入ることにしたいと思いますが，よろしゅうございますか。

それでは，論点の１つ目の迅速化の現状について御検討いただきたいと思います。

まず事務局から，この点についての御説明をお願いいたします。

○鈴木参事官 今中尾先生から御指摘いただいた第２の記載にある基盤整備法としての位置づ

けということについてまで，それを前提とするというふうに御理解いただいた上で以下の御

説明を聞いていただければというふうに思っておりますので，よろしくお願いいたします。

それでは，論点整理（案）を再び御覧ください。

第１の迅速化の現状の四角で囲んであるところを御覧ください。

ここで御議論いただきたいテーマといたしましては，最高裁判所による検証結果に示され

た事件の動向及び傾向，審理期間の推移，長期化要因並びに社会的要因の分析を踏まえまし

て，迅速化の現状をどのように評価するかということでございます。

まず，１の事件の動向及び傾向，審理期間の推移等につきまして，民事事件，刑事事件，

家事事件の順に御説明をさせていただきます。

民事事件の新受件数は長期的には増加傾向にありまして，平均審理期間につきましても，

昭和４８年に１７．３か月ということでピークを迎えまして以降，長期的には迅速化の傾向
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にございます。平成２４年には，平均審理期間は７．８か月となっており，約６０％の事件

が６か月以内に，約９５％の事件が２年以内に終局し，審理期間が２年を超える事件は５％

弱にとどまっております。この間，バブル経済崩壊後の不況の影響等の経済的要因のほか，

簡易裁判所の事物管轄の拡大，現行民事訴訟法の施行，過払金返還訴訟の急増など様々な要

因が，事件数や審理期間に大きな影響を与えるという説明がありました。

次に，刑事事件につきましては，新受人員は，平成１７年以降，徐々に減少傾向を示して

おり，平均審理期間は，この１０年間，おおむね，３か月程度の横ばいで推移しております。

自白事件につきましては，僅かではございますが短縮化の傾向がみられ，否認事件につきま

しては，平成２２年まで短縮化傾向がみられましたが，近時は横ばいとなっております。平

成２４年におきまして，審理期間が１年を超える事件は１．６％，２年を超える事件は０．

２％にとどまっております。刑事訴訟の分野では，迅速化法施行後，裁判員裁判を中心とす

る大きな制度改正が行われ，迅速化検証においても，公判前整理手続及び裁判員制度につい

て，統計データの分析が行われており，裁判員裁判においては，公判前整理手続が審理期間

の長さを決めることになるとの指摘もされているところでございます。

家事事件につきましては，甲類審判事件及び乙類審判事件は，一貫して増加傾向にありま

すが，平均審理期間は，近時はおおむね横ばいで推移しております。

他方，乙類以外の調停事件の新受件数は，平成１５年をピークに減少傾向にありまして，

平均審理期間は，おおむね横ばいで推移しておりますが，乙類調停事件と乙類以外の調停事

件を合計した調停事件の総数は，平成２４年に過去最高の１４万１，８０２件に達しており

ます。審理期間については，大半の事件が２年以内に終局しており，２年を超えるものは，

最も割合の高い乙類審判事件におきましても，１．９％にとどまっております。長期化しや

すい遺産分割事件についても，新受件数は増加しておりますが，平均審理期間は短縮化して

おります。婚姻関係事件は，増加傾向にあり，近時は若干の長期化傾向が見られます。なお，

家事事件に関しては，平成２５年１月１日に家事事件手続法が施行されましたが，同法施行

後の統計データは，平成２６年以降明らかになる予定でございます。

続きまして，最高裁判所の検証結果において示された長期化要因を簡単に確認しておきた

いと思います。

民事事件については，争点整理，証拠収集，専門的知見を要する事案に特有の要因，執務

態勢等に関連する要因について検討がされたほか，特殊事件，これは医療，建築，知財及び

労働といったものでございますが，固有の事情等について分析がされております。刑事事件

については，特に裁判員裁判の公判前整理手続に関する運用上の要因について分析がされて

おります。家事事件につきましては，近時，婚姻関係事件等でみられる若干の長期化傾向を

めぐり，紛争性の高い事案の増加などの原因が指摘されております。

続きまして，最高裁判所の第５回報告書において分析の対象とされました社会的要因につ

いて確認しておきたいと思います。

第５回報告書では，適正かつ充実した手続の下での裁判の迅速化を実現するには，裁判手

続に内在する要因だけではなく，社会・経済的背景や国民の意識といった，紛争の動向や裁

判の在り方に影響を与える裁判外の社会的要因についても，社会全体で合理的な紛争解決と

いう観点から裁判所が果たすべき役割を明らかにするべく，分析の対象とされました。この

中におきまして，将来の法的紛争の動向の分析，裁判外での紛争処理の全般的な状況の整理，

これはＡＤＲや保険制度などに着目したものでございますが，そのほか，これらに関する医
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事事件，建築紛争，遺産紛争といった紛争類型別の検討が行われております。

以上のような現状を踏まえまして，裁判の迅速化につき，いかなる要因がどのような影響

を与えてきたのか，審理期間の推移をどのように評価すべきか，評価に当たり，裁判の迅速

化と審理の適正・充実との関係をどのように考慮すべきかといった点を御議論いただき，最

高裁判所の検証結果から何が明らかになったのか，迅速化の現状をどう評価するのか御議論

いただきたいと考えております。

私からの説明は，以上でございます。

○長谷部座長 ありがとうございます。

ただいまの御説明につきまして，御質問等は何かございますでしょうか。

よろしゅうございますか。

では，検討に入らせていただきたいと思います。

先ほど中尾委員から御指摘もございましたけれども，最高裁での検証結果というのは，非

常に詳細な統計資料に基づく分析がされているということでございますけれども，統計から

は必ずしも明らかになってこないような実情ですとか，あるいは実情を踏まえた統計の読み

方というようなこともあるかと思います。そういったところをこの検討会で御議論いただけ

ればというふうに思います。

この検討会には，裁判実務に携わっておられる委員の方々もたくさんお集まりいただいて

いますし，また企業，あるいは消費者の視点からの事件の実情に対する見方をお示しいただ

ける委員にも御参加いただいていますので，是非活発な御議論を頂きたいと思います。

先ほどの事務局の説明にもありましたように，民事，刑事，家事とございまして，それぞ

れ若干違った実情かと思いますので，まず民事事件からということでお願いしたいと思いま

す。例えば，最近の事件の動向ですとか傾向，あるいは長期化の要因といったことにつきま

して，実情をお話しいただけますと，今後の議論に大変有益ではないかと思います。

どなたからでも御自由に御発言いただければと思いますが，どうぞ。

それでは，矢尾委員。

○矢尾委員 東京地方裁判所の矢尾でございます。民事の訴訟事件を担当しております関係で，

その実情について御説明させていただければと思います。

民事訴訟事件の大半が２年以内に終局していて，２年超の未済事件も長期的に見ると減少

傾向にあるということについては，前回の最高裁判所からの御説明にもあったところでござ

います。２年超の未済事件は，昭和６０年当時に２７，０００件余りであったものが平成１

７年以降は６，０００件ないし７，０００件で推移していて，ほぼ４分の１あるいはそれ以

下になっているという御説明であったかと思います。

実際に事件を担当しております経験からも，昭和６０年当時と比べますと，訴訟事件の審

理は，何がその事件の中心的な争点であるかを的確に見極め，その争点について集中的な人

証の取調べ等の充実した審理をした上で，早期に判決や和解の勧試をするという訴訟運営が

今日まで着実に定着してきたと言ってよいのではないかと思います。その意味で，かなり迅

速に事件の審理がされるようになってきているということを実感しております。

ただ，審理に２年以上の期間を要する事件が一定数あるのも事実ですし，地裁に提起され

る事件の件数や審理が，例えば事物管轄の変更等の制度改正，その時々の経済情勢等，様々

な要因の影響を受けることも否定できないところと思われますので，その点について最近感

じておりますところを御説明したいと思います。
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近時，地方裁判所に提起される事件の件数に特に大きく影響したものとして過払金返還請

求訴訟が挙げられます。

個々の過払金事件について見ますと，比較的短期間で終局するものが少なくないというの

が実際のところですけれども，事件が急増した平成１８年，１９年の当時で考えますと，裁

判所，あるいは裁判官に相当の負担がかかり，その負担から，過払金事件以外の事件の審理

に十分な注力をすることができないという状況があったというのが実際のところかと思いま

す。そのために，過払金事件以外の事件についても，例えば争点整理の期日の回数が若干増

えて審理が長期化する１つの要因になったということもあろうかと思います。

最近，過払金事件は減少傾向にありますが，最近終局している事件全体，あるいは過払金

事件以外の事件の既済事件の審理期間が若干長期化している１つの要因としては，先ほどの

ような過払金事件の増加に伴う負担増があったことは否定はできないだろうと思います。

また，過払金事件について，最近では累次の最高裁判決等によって，それに含まれる法律

問題の多くが実務的には解決されたことで，訴訟提起に至る前の当事者間の交渉で解決され

るということもあってか，裁判所に提起される事件は減る傾向にございます。

ただ，それでも裁判所に提起される過払金事件は当然あるわけでございまして，最高裁判

決が出た今の時点でもなかなか一筋縄ではいかない複雑困難な問題を含んだ事件が選りすぐ

られて裁判所に提起されているということが言えようかと思います。このことも過払金事件

が最近の訴訟事件全体の平均審理期間を押し上げる１つの要因になっていると言えるかと思

います。

次に，過払金事件以外の訴訟に目を向けて，どのような事件の審理期間が２年を超えてい

るかということを以下御紹介したいと思います。必ずしも網羅的ではございませんが，実情

をお知りいただくために具体的な事件の類型をいくつか紹介させていただければと思います。

１つの類型として専門的な知識を要する複雑困難事件が最近増えてきているように感じて

おります。例えば，コンピューターのソフトウエア等のシステム開発契約に関する事件，各

種プラントなどの工作機械の製造契約に関する事件等がまず思い浮かびます。これらの契約

に関する紛争が裁判所に持ち込まれますと，専門技術的な知識に加えて，それらの業界にお

ける取引慣行などについての知見を調査，解明しないと適切な事実認定ができない，あるい

は責任の有無についての判断枠組みを適切に設定することができないというようなことがあ

りまして，これらの専門的な知識，あるいは業界の慣行に関する知識を獲得，理解するのに

時間を要し，そのために審理が長期化するということがございます。

デリバティブ等の金融商品等の販売・勧誘の違法をめぐる事件，株式上場時の有価証券報

告書の虚偽記載に基づく損害賠償請求事件，投資詐欺を理由とする損害賠償請求事件，消費

者契約関係の事件なども，例えば商品の内容や特性を理解するのに専門的な知見が必要であ

るということがありますし，販売・勧誘をする際の説明義務等，違法性の判断基準をどのよ

うに設定するかという点をめぐって，主張の応酬がされて審理が長期化するということがご

ざいます。この種の事件も最近裁判所に多く提起されていると思っております。

また，最近，名称としてはいろいろあるかと思いますが，コンサルティング契約とかアド

バイザリー契約といった，売買，賃貸等の典型的な契約とは異なる非典型契約に基づく報酬

請求とか債務不履行責任追及訴訟といった事件もございます。

これらの事件では，業務を請け負った，あるいは業務を受託した者の義務の内容が契約書

に必ずしも具体的に書かれていないことから，それらの請負人や受託者がどのような業務を



- 9 -

請け負ったのかということを確定するために，契約締結交渉過程にさかのぼって事実を認定

していく必要があるのですが，その点について客観的な証拠がないこともあって証拠収集に

困難を生じ，そのために審理が長期化するということがございます。

今申し上げたのは，現代型紛争といいますか，比較的新しい類型の訴訟ですが，伝統的な

訴訟類型であります相続等の親族間紛争も長期化する事件の類型の１つといえます。

高齢化の進行とか，あるいは家族観の変化といったことが社会的要因としてあるのかとも

思いますが，これらの事件も最近増える傾向にあると感じております。

例えば，遺留分減殺請求訴訟等がその１つでありますけれども，もともとこの種の事件は

一旦訴訟になってしまいますと，親族間の感情的な対立が激しいことから，話合いでの解決

が困難であり，訴訟進行も時に円滑にいかなくなるという事情が背景にあることに加えて，

争いの対象となる遺産に含まれる財産が多数に及ぶ場合には，その範囲や評価を確定するこ

とに非常に手間を要するということがございます。また，その財産をめぐって問題となる相

続人や被相続人の行為が被相続人の生前の長い期間にわたって行われていることもあって，

証拠も散逸してその収集に困難を生じ，事実関係を解明するのに非常に手間がかかるという

ことがございます。

加えて，この種の事件が特に長期化する要因として，当該訴訟の前提となる法律関係，例

えば養子縁組がされている場合の養子縁組の有効性とか，遺留分減殺請求訴訟の場合でいい

ますと，遺言の有効性といった問題に関連して，被相続人に意思能力があったのかといった

ことが争われるということがあり，そうなりますと，その前提問題が解決されてからでない

と，訴訟の本題の審理に入れないというようなこともあって，非常に長期化してしまうとい

うこともございます。

若干長くなってしまいましたが，審理が長期化するものとして，例えばそれらの事件が頭

に浮かぶところでして，審理期間が２年を超える事件の中にはいろいろな要因によるものが

含まれていると感じているのが実情でございます。

以上でございます。

○長谷部座長 ありがとうございました。

長期化している事件の中にも新しい類型の紛争，新型の契約に係る問題でありますとか，

専門的な技術的な知識を要するような問題ですとか，いろいろなことがあらわれているとい

うことが分かったように思います。

他方で，親族間の紛争のような問題が複雑化しているというのは，高齢化社会といった社

会的要因の反映なのかなという感じもいたしますけれども，ただいまのことでも結構ですし，

それ以外のことでも結構ですから，何かほかに御意見はございますでしょうか。

○中尾委員 家事事件は後で申し上げますけれども，民事事件。先ほど述べた迅速化法の意義，

位置づけを踏まえた民事事件。これは，先ほど矢尾委員がおっしゃった地裁の民事第一審訴

訟事件の現状，これをどう評価するかということなんですけれども，全体状況は矢尾委員の

おっしゃったのと同じ実感を持っています。

迅速化法施行後，平成１５年施行後の約１０年間というふうなところを見ても，審理期間

は，平均審理期間は若干変動があるものの，全体としては，おおむね約６割前後の事件が６

か月以内で終局しているし，２年超事件も件数自体は減っているんですけれども，割合的に

は施行当時と比べてもおおむね５％前後ということで変わっておりません。したがって，大

きな変化がなくて，全体としては大半の事件が２年以内に終局しているというような姿では
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ないかと思います。

ただ，事件動向を見ますと，先ほど矢尾委員がおっしゃったように，この１０年というの

は過払事件，過払金訴訟が事件数を急増させ，また減少はしているんですけれども，この過

払事件の動向というのが攪乱要素になっていたのではないかという感じがいたします。ひい

ては，この過払事件の急増というのが裁判実務の運用面とか，あるいは裁判官，裁判所の態

勢面に大きな負担を与えていたということは間違いないと思います。

ただ，ここ一，二年で過払事件は減少していますので，ようやく攪乱要素である過払金訴

訟の影響を脱しつつあるんではないかといったところが現段階の状況だと思います。

過払事件を除く民事訴訟事件ですが，これは前回最高裁の御説明があったとおり，平成１

７年以降は約９万件前後で大きく増えもしないし減りもしない，ほぼ横ばいなんです。平成

１６年に簡裁の事物管轄の拡張と人事訴訟の家裁移管があったものですから，がくっと減っ

ているんですけれども，それ以降は大体９万件前後で推移しているということでした。

ただ，事件の質的な面を見ますと，先ほど矢尾委員がおっしゃったとおり，かなり多様化

とか，あるいは複雑化，困難化しているというところは実務の実感としてあって，数的には

過払事件を除くと余り変動がないんだけれども，一件一件の重さ，これが増えてきているよ

うな実感があります。したがって，過払事件が減ったから，あるいはそれを除く事件動向に

大きな変化がないからといって制度・運用面とか態勢面の課題が減っているわけではないと

思います。むしろ，制度・運用面で言うと，争点整理手続を中心に多くの課題があるという

ことになりますし，態勢面で言うと，裁判所とか弁護士の双方の態勢面で課題が山積してい

ると思います。

その点で前回最高裁の御説明があったとおり，最高裁の第４回検証報告書で制度・運用面

と態勢面の施策ということで，数え方にもよるんですけれども，６０項目以上の施策が提言

されています。これは言いかえると，先ほど長期化要因という表現をしているんですけれど

も，これは迅速化法が言う迅速化を妨げる要因なんです。単に長さだけではなくて。そうい

う６０項目以上の施策が提言されるということは，振り返って言うと，それぞれに迅速化を

妨げる諸要因が存在しているという。これを改善するための諸課題が提起されているという

ことだと思います。

こういった点からすると，全体的な民事事件の現状の評価としては，こういった最高裁の

検証によって，ようやく現段階で民事事件に関して迅速化を妨げる諸要因や，あるいは課題，

これが見え始めてきたと。したがって，今後そういった施策の議論，これを深めていくとい

う，そういう段階に来ているんではないかと思います。

特に，先ほど言ったように過払金訴訟の影響は脱しつつあり，その意味では本来の民事事

件の性格とか質的な面というのが見えやすくなってきている現状ですので，第４回報告書の

６０項目以上の施策，運用面としては争点整理，これは一言で言うと，平成８年の改正民訴

法で言うところの口頭議論を中心とした争点整理手続，これをめり張りよくやるという，そ

れに尽きると思うんですけれども，そのためのいろいろな施策。また，医事関係訴訟とか，

あるいは建築とか労働，そういう特殊事件についての個別のいろいろな対応策や課題。それ

から，態勢面で言うと，これも第４回報告書で各地の裁判官，裁判所の現場の実情も生の声

としていろいろ拾い上げているのですが，裁判官が極めて繁忙である。不足しているという

ことにもなると思うんですけれども，そこの現状を率直に認めて裁判官の増員を含めた態勢

整備をやっていかなければいけないということも明確に打ち出しています。これまで，裁判
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官増員については，こういう最高裁の公式な文書で余り明確にはメッセージを出さなかった

んですけれども，第４回報告書ではそこの明らかなメッセージが書かれています。

要するに，繁忙な大規模庁を始めとして負担が増大している庁に対して継続的に相応の裁

判官の態勢拡充を図ると書かれています。この「拡充」というのが入ったということは非常

に大きいことだと思います。今までは「態勢強化」とか，そういったニュアンスだったんで

すけれども，「拡充」という文字が入ったと。これは先ほど申し上げた裁判官の増員を含め

た態勢整備が必要だというところのメッセージを意味しています。

我々弁護士の態勢にしても，弁護士へのアクセスの容易化とか，あるいは弁護士があらゆ

る地域や分野で活動領域を広げながら，各地で埋もれている様々な紛争を掘り起こして，そ

れで法的解決につなげる。そのために，弁護士自らの態勢整備と同時に，いろいろな各地の

自治体とか市民団体，要するにそういう社会的な基盤と連携しながら，それをやる，強化を

図るといった方向性が示されており，法テラスなどの整備によって，そのあたりが前進して

いるというところが出ています。こういった諸課題がようやく見え始め，今後，そういう諸

課題についての施策を真剣に考えて実行に移していく段階にある。それが民事事件の現状の

評価になるんじゃないかと思います。

以上です。

○長谷部座長 どうもありがとうございました。

大変詳細な御指摘をいただきました。複雑な事件，２年を超えているような長期化してい

る事件について，これを迅速化する上で争点整理が非常に重要だということは恐らく皆様の

一致されるところだと思いますが，争点整理の現状について，こういった点が問題であると

いう具体的な御指摘をいただけると有り難いんですが。

○中尾委員 今も最高裁の検討会では第６クールということで検証に入っているんですけれど

も，その第６クールの検証についても，各地の争点整理手続の実情というところが焦点にな

っています。

私自身の実感なんですけれども，先ほど申し上げた大半の事件が２年以内でおさまってい

ます。それは，平成１０年の改正民訴法の施行前後から運用改善というのをずっとやって，

それでそういう制度改正と運用改善の結果，集中証拠調べ，これは前回報告があったように，

一，二回でほとんど終わっている。これは９７％以上が集中証拠調べで終わっているんです。

したがって，争点整理手続というのは，集中証拠調べ，いわゆる人証調べのに向けての争点，

証拠の整理なんですけれども，結局，集中証拠調べがほぼ定着しているということは，前段

階の争点整理は，いろいろ個別的には問題点や課題があるものの，全体的にはいろいろな形

で集中証拠調べに向けての争点，証拠整理がそれなりにやられていることを意味していると

いう感じがします。ただ，その弁論準備手続とかでの争点整理なんですけれども，口頭での

議論，争点を明確化していく議論，これがまだ立ち遅れていて，書面の交換に終わるとか，

あるいは議論によって争点が裁判所と我々弁護士，代理人との間で明確な共通認識にならな

いままに集中証拠調べに入って，その結果不意打ちのような判決が出るという，そういうと

ころも若干残っています。したがって，今のところは争点整理手続は形骸化しているという

声もあるものの，私自身は大体はそれなりに機能していると実感していますが，争点を共有

化するための口頭の議論，それから争点の確認，その上で証拠調べに入るという，その段階

的なものがまだ弱い部分がある。そういう感じがいたします。

これは弁護士の実感ですので，裁判官の実感は，また別かと思います。
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○長谷部座長 ありがとうございます。

矢尾委員いかがでしょうか。

○矢尾委員 今中尾委員がおっしゃいました口頭での議論を十分行って，争点を絞り込んで，

それを当事者と裁判所の共通の認識にして，その点について集中的な証拠調べを行うという

審理の在り方を目指すべきだということについては，全く異論がございません。

実際裁判所の中では，そういった書面の交換だけではなくて口頭での議論をやって争点を

確定していくことが必要であるという意識は，かなり広く行き渡っていると思っております。

訴訟の進行段階によって，例えば，訴え提起直後の１回，２回の期日では，まだ争点を口

頭の議論によって絞り込む前の段階として，双方当事者の基本的な主張を出してもらうため

の準備書面の交換で期日が終わるというような場合もあるかとは思いますが，その後双方の

主張がある程度出揃ったところで口頭での議論をして争点を共通の認識にしていくというこ

とは，実際多くの事件で行われていると思っております。

新しく裁判官になる人もいるわけですので，最初からそういう口頭での議論による争点整

理という訴訟運営に習熟している人ばかりというわけにはいかないかも知れませんが，経験

を積んだ裁判官から若い裁判官にそういった訴訟運営の経験を伝えて，口頭での議論の必要

性，争点の共通認識の必要性を理解し，そのための技法を伝えていくということは必要だと

思いますし，現に裁判所の中で行われていると理解しております。

以上です。

○長谷部座長 どうぞ。

○佐々木関係官 争点整理の関係でございますけれども，争点整理手続を充実させていく，そ

して，それがひいては質の高い裁判につながるということは間違いないところだと思います。

現状，第６クールで実情調査等を行っておりますが，そういった点もさることながら，民

事訴訟を取り巻く環境というものが先ほど来の御紹介にありますとおり，事件動向の変化で

すとか，あるいは権利意識，あるいは事件の質的な変化といったことですとか，あるいは法

曹人口，弁護士さんの人口の増加ですとか，いろいろと変化している中で争点整理を行って

いるという側面もありますので，こういった総合的な観点から検証していくということが重

要になると考え，今，取り組んでおるというところでございます。

○二島委員 二島でございますが，先ほどの矢尾委員の御発言の最後の発言の習熟度の問題と

いうのは結構大きくて，私も最高裁の委員会に属しておりますので，各地の聞き取りに参加

させていただいておるんですけれども，若い法曹が今非常に増えておりますので，そこでな

かなかノウハウが身についている方ばかりではない。逆に言うと，まだ若い方で習熟度の足

りない方がかなりいらっしゃいまして，そうなると，ツールの使いこなしがなかなかできて

いない側面がどうもあるようです。ですから，そのあたりを踏まえて迅速化が今後どうなる

かという検討は必要だと考えております。

○長谷部座長 いかがでしょうか。いろいろ重要な要因が出てきたと思いますけれども，……。

どうぞ。

○二島委員 もう一点，今の点とは別に刑事のところで「大きな制度改革」という表現がある

のですが，民事の世界でもかなり大きな制度改革はございまして，例えば，労働審判につき

ましては，これは訴訟じゃないものですから，余りこの検証の報告書には載っていない。た

だ，データについては載っておるんですけれども，当初労働審判がどのようなことになるの

か弁護士側も非常に危機感を。非常に短い期間でやる手続になっておりましたので。ただ，
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やってみますと，なかなかいい制度だということで，多分，これ労使ともに評価は高いんだ

と思うんですが，３年ちょっとたつんですが，当初はできたばかりの制度でしたので，その

制度に即した事件を弁護士も選んで申立てなんかしておったんですけれども，ここに来て使

い勝手がいいということで，いろいろな事件が本来は載っけられないような事件もどうも入

ってきているようでして，そうなりますと，労働審判だけでは解決できない事件が増えて，

全部訴訟にまた移行するとなると，労働部の裁判官は負担がかなり重くなっているのかなと

いう感じもしますし，その影響が迅速化の観点でも出てきているのかなという気はしますの

で，今後も大きな制度改革設計が多分出てくるでしょうから，そのたびごとにウオッチしな

きゃいけないと思っております。

それから，制度設計の問題でＡＤＲの問題が今後出てくると思いますけれども，現時点で

も金融のＡＤＲ，あるいは原発のＡＤＲというのは非常に数が多くございまして，特に原発

のＡＤＲ，私も委員やっておりますけれども，まだまだ申立ての件数は減るどころか数が増

えておりまして，原発の議論は損害論一本なんですが，過去に聞いたこともない。多分裁判

所から出向なさっておられる裁判官が室長として全体を統括していただいておるんですけれ

ども，初めて聞くような損害論が多いと。できるだけ被害者救済の方に向けてやっているん

だけれどもということをおっしゃっておられまして，多分今後は東電側がかなり好意的な解

決策を目指していただいているので，それほど訴訟に乗ってきておりませんけれども，場合

によっては難しい損害論が今後裁判所に上がってくるかもしれません。そういったことも踏

まえた制度設計の問題，ＡＤＲを踏まえた大きな視点から捉えていく必要はあろうかなとは

考えております。

以上です。

○長谷部座長 ありがとうございます。ＡＤＲにつきましては，後ほどまた事務局の方から説

明がありますけれども，訴訟以外の紛争解決制度と訴訟との関連性。裁判外紛争解決制度が

あることによる訴訟事件の増減ですとか，審理の運用の仕方にもいろいろ影響してくると，

そういう御意見というふうに伺いました。

○二島委員 それは別にＡＤＲそのものだけではなくて，その制度がどうなるかによって，多

分訴訟の方にも影響は間違いなく起きますし，労働審判も多分労働の訴訟に影響を与えてい

ると思っております。

○長谷部座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。

丹野委員，どうぞ。

○丹野委員 今まで皆さんの御意見を伺っていて，それぞれのお立場で司法の専門家としての

御発言を聞いていて，私は素人発言をいたしますので，非常に忸怩たるものがありますが，

先ほど民事の現代型の紛争が大変増えているというお話がありましたが，それの露払いのよ

うなことをしているのが消費生活センターでございます。現在ですと，消費者契約に関する

紛争を全国の消費生活センターで年間８５万件から９０万件ぐらい扱っております。その中

で裁判に移行する前に解決できるものは解決をしていくということなんですが，先ほどおっ

しゃったように，デリバだとか投資詐欺だとか，非典型契約である役務契約だとか増えてお

り紛争が複雑化，高度化しておりまして，解決が難しくなっています。その他詐欺的事案も

たくさんございます。

そういう消費者に，解決ができないので，では，裁判に行きますかというと，非常にハー

ドルが高いというのが普通の方の感覚でございます。まず時間が非常にかかる。それから，
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費用が非常にかかる。かつ大抵消費者事件というのは，証拠にに乏しかったり，言った言わ

ないだったりするものですから，勝つか負けるかというところに懸念を持ってしまう。だか

ら，なかなかそちらの方へ行っていただけないということがあるんですが，今回ここの検討

会に参加させていただくことになって，初めて私，裁判の迅速化法の存在と，それから現実

に２年以内とかを目指してやっていて実際に達成しているんだということに対して，目から

うろこでございまして，これだったら，時間の点ではそんなにかからないで解決ができると

いう御案内ができると。迅速化法によって短くなったということは，使う側，裁判を申し立

てる側にとっては，非常に有り難いことだと評価をさせていただきたいと思います。

ただ，ここに参加するに当たって，実は何人かの消費者事件を扱う弁護士さん伺ったんで

すが，迅速化法の功罪の功の点を皆さん認めていただけるのかと思ったら，そうじゃなくて，

裁判が適正な審理を必ずしもされていないんではないか。もしかしたら，裁判官が消化率の

方を優先してしまって不十分なんではないかということをおっしゃる弁護士さんがおいでに

なったというのが非常に印象に残っております。そこら辺は仄聞にしかすぎませんが，裁判

というのは国民にとっては，たとえ民事であろうと，それは正義の実現だと思っているので，

是非十分な審理をしていただくことをお願いしたいと思っております。

○長谷部座長 どうもありがとうございました。

これまでの御議論で社会的要因も含めて，いろいろな御指摘があったかと思いますが，ほ

かにいかがでしょうか。

どうぞ。

○大野（顕）委員 私もユーザーの立場で少し意見を申し上げさせていただければと思います。

裁判に要する期間というのは本当に様々な要因に左右されるなという実感を持っております。

私どもは，それほど多くの訴訟を経験しているわけではありませんが，個々の事件で本当に

特殊なものがあって，過去を振り返っても一件一件，あれはああいう事件でというようなこ

とで，思い入れもそれぞれにあります。そういうものを紐解いて全体として裁判の迅速化と

いうものを議論するというのは，本当に難しいことだなとつくづく感じるところでございま

す。そのような意味では，統計上の数字と，個別の事件の適切な処理ということ，両方を見

ながら対策を考えていく必要があり，非常に大いなる御尽力をされているなと思っておりま

す。

確かに実感として，これまでの過去のいろいろな民訴法の改正などもあり，裁判の迅速化

は随分改善してきていると感じており，そこは迅速化に向けた意欲というか，そういうもの

が感じられるところでございまして，そういう意味では裁判所をはじめ，関係者の御尽力に

はお礼を申し上げたいと思っております。

この統計の審理期間の数字がどういうものなのか，和解を含むものなのかどうか，前回御

質問させていただき，法務省からは和解も含まれているという御回答でした。それは１つの

裁判という手続のテーブルの上に載っている期間を見るのだということで，それは１つの見

方として全く正しい見方だと思うのですが，一方でユーザーとしては，先ほどの丹野委員の

御発言の中にもありましたように，結局自分の事件が裁判になったらどのぐらいの期間がか

かるのかというのがユーザーとしては気になります。その時に，和解するまでだったらこれ

ぐらいの期間がかかるというのは，それは和解するかどうかは相手方と我々の双方の意図に

よるので予測しがたいものであって，判決までいったらどのくらいの期間がかかるのかが非

常に気になるところです。そういう意味で国内でも海外でもこれから訴訟をする，あるいは
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訴訟になった場合，どのくらいの期間がかかるのかということが一つの判断要素になります。

一つは一審まではこれくらいの期間がかかるが，最後までいけばこれぐらいの期間がかかり

ますよということを１つの目途として，じゃ，訴訟はやめようよという場合もあれば，それ

ぐらいだったらやってみようかというものもあります。端的に言ってしまうと，長く期間が

かかればお金がたくさんかかるという前提があり，実際にはそれほど直接関連はしていない

のかもしれませんが，裁判に要する期間というのは非常に興味があるところでございます。

そういう意味で統計として，判決までに要する期間という点も目配りして検討の対象に入れ

ていただいてはどうかと思ったところでございます。

それで，逆にそういう点を検討することによって，和解を裁判所として進めていくという

のは，ある種のダイバーシティを確保する上で非常に重要なファンクションだと思っており

ますが，そういう意味で，早期に和解できるものは和解につなげる努力の成果を見せること

もできるのではないかと思うところでございます。

もう一つ申し上げますと，最近は事業活動がグローバル化する中で，基本的には国際的な

案件が非常に増えており，当事者の国籍が違うという場合も多々あります。また，裁判管轄

という意味では，当事者の国籍のどちらの国でもないところに管轄があるというケースも

時々ございまして，先ほどのお話に出た国内でのＡＤＲにするのか，日本で裁判をするのか

という選択肢とともに，どの国の裁判所に持っていくのか，あるいは仲裁に持っていくのか

と，そういうような選択もあるケースが非常に増えています。訴訟よりも仲裁の方が適切な

ケースもあるのですが，日本企業として正直なところを言いますと，アウェーで戦うよりは

ホームグラウンドで戦いたいというところがございます。そのような意味で，今日先ほど国

際比較を少しやっていただいたのは非常に有り難かったのでございますが，是非そういう国

際的な比較というものを更にまた進めて，もう少し中身も見ながら分析をしていただくと良

いと思います。もっとも，各国で制度的なものが随分違うところもありますので比較障害は

ありますが，逆にそれをまた見ながら，そういう制度の良し悪しみたいなものも是非検討す

るような形になっていけばいいのかなとも思うところです。

裁判の期間については，原告として訴訟提起しようという時には，基本的には早く終わる

手続を期待するという傾向が多いと思います。そういう意味で，結局，ある意味競争といい

ましょうか，裁判所間の競争で裁判が早い方に訴訟を持っていこうよというようなことにな

りますので，日本の裁判が非常に早いことや，質も高くて信頼性も高いというような点を海

外に向かってもっと発信していけるようになれば，企業としては非常に有り難いなというふ

うに思っているところです。

○長谷部座長 どうもありがとうございました。グローバル化というのは，我が国の裁判制度

を改善していく必要性という観点から言っても非常に重要な要因だと思います。

○佐々木関係官 １点，判決だとどれぐらいの時間がかかるのかというような大野委員からの

御指摘が今ございましたので，統計的な観点から若干御紹介させていただければと思います。

こちらにつきましては，机上にオレンジ色の第５回の報告書の概況編というものがござい

まして，そちらの３０ページに若干紹介してございます。

概況編の３０ページの図１４でございますけれども，判決ですと全体で８．８か月，うち

対席，これは被告側が争うという事件とお考えいただければと思うんですけれども，これで

１１．６か月となっております。そして，和解の事案で全体で８．７か月ということとなっ

ております。
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もちろん，これらの事件というのは，事件の内容や争い方は様々でございますし，その手

続の進行についても様々なものを全て平均化したものでございますので，１つの参考という

ことではございますけれども，こういった統計もございますので紹介させていただいたとい

う次第でございます。

○長谷部座長 どうもありがとうございます。

今御紹介いただいたことも含めて詳細な資料があるようですので，今後も適宜御紹介いた

だければと思います。

それでは，刑事事件についての検討に移らせていただきたいと思いますが，よろしゅうご

ざいますでしょうか。

では，刑事事件についても，御経験の豊富な先生方がいらっしゃいますので，どうぞ御自

由に御発言ください。

○大野（勝）委員 東京地方裁判所の大野でございます。現在刑事事件を担当しておる関係で，

刑事事件の現状等についての若干の御報告をした後，あるいは御報告ありましたとおり，事

件減の現状の中で，どのような状況であるのか。これを一般事件，それから裁判員裁判に分

けて概要を少し御説明したいと思います。

まず，刑事裁判では平均的な審理期間がやや短縮している傾向にあるというのは，そのと

おりでありまして，特に本法施行後の実務でも，まず長期となっている事件，あるいは長期

となりそうな事件から処理するという意識がかなり醸成されておりまして，その取組がされ

て効果が上がってきたものと考えております。

もっとも刑事事件の場合，争いのない事件，これは自白事件と一般に言われておりますが，

これは裁判員裁判でない限りは，通常１回で審理を終えて判決ということで，起訴から大体

２か月で終了してしまうというのが通常です。その点で審理期間の点で問題となるのは争い

のある事件，いわゆる否認事件，こういうことになります。

複雑困難な事件が一般的には長期化しやすいと思われます。その理由は，多数の証拠関係

を検討した上で多数の関係者の証人尋問，これが結構時間がかかりまして，それが必要とな

って何回も審理が繰り返されると，こういうことになります。

かつては，間をあけた公判期日，例えば月に１度であるとか，多くても２週間に１度であ

るとか，そういう期日が繰り返されて，年単位の期間が必要となると，こういう事件もあり

ましたが，特に裁判員裁判制度，平成２１年ですが，これの導入後は，その例に倣って普通

の事件もかなり短縮されているというのが現状です。

ちなみに，裁判員裁判の場合には公判前整理手続と申しまして，公判審理をやる前に，こ

の事件の問題点が何であるのか。審理をどうするのかということを三者で打合せのような準

備を進めまして，それが終えて初めて公判期日ということになります。公判期日は裁判員の

方の御都合を考えて集中的に連続して行うと，こういうことになっておりますので，これに

例を倣いまして，普通の事件であっても，仮に正式な公判前整理手続を行わなくても打合せ

等を重ねて早期に審理日程を決めてしまう。そして，審理日程もなるべく詰めて短期間で行

うと，こういう運用がされて全体的に長期化は防がれているものと考えております。

ほかに事件の性質等から長期間を要する事件もございまして，例えば被告人が多数の犯行

に及んでいて，何回も何回も１０件，２０件と追起訴というのが続く事件がございます。そ

れから，被告人の精神状態が問題となって，例えば鑑定がなされると。こういう事件につい

ては，鑑定だけでも何か月という期間を要しますので，どうしても全体として時間がかかる
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ということで，これらの事件については短縮といってもなかなか難しいという面がございま

す。

さて，これらの刑事事件の状況を前提といたしまして，今刑事事件全体としては減少して

いるという中で，裁判官にとっての負担感であるとか，あるいは審理期間がどのような状況

かということについても若干御説明したいと思います。

例えば，事件でいいますと，経済事犯であるとかコンピューター犯罪，これは最近の問題

です。それから，組織犯罪，あるいは選挙犯罪等，民事と同様に専門的な知識が必要であっ

たり，関係者が多数で複雑困難な事件，これは割合として上昇している印象がございます。

これらの事件については，仮に争われた場合には，事件の内容をまず理解することすらかな

り困難だということで，かなり大変な作業と，こういうことになります。

また，これらの犯罪を除いても全体的に否認事件が割合は増えているように思われます。

従前から事件の全部，あるいは一部に争いがあるという，こういう典型的な否認事件ももち

ろんありますけれども，最近の事例ではよく目につくのは，オレオレ詐欺，助けて詐欺と言

われるような類型ですが，これは誰が捕まってくるのかというと，いわゆる受け子といいま

して，最後にお金を取りに行く人間，これが捕まるわけです。そうすると，どういうことを

しに行くかという詳しい説明等を余り受けずに取りに行くというケースも多うございまして，

その場合には詐欺としての故意がない，あるいは共謀がないということを争いになるという

ことで争いになるケースも多うございますし，実際に無罪という判決が出ているケースも多

いという，これが１つの最近の特徴ではないかと思います。

また，全く別の観点ですが，ある程度いろいろな配慮が必要な事件として，最近は被害者

の関係の問題がございます。被害者保護の立法措置等が行われまして，被害者の方が刑事手

続に実際に参加して，証人尋問や被告人質問も行える。また，事件について意見を述べるこ

とができる。また，刑事事件の中で簡易に損害賠償請求手続と，こういうものも設けられて

おります。

従前以上に，事件の立件そのものについても被害者の意向が尊重されている傾向が見て取

れますし，実際の公判審理の日程等も被害者の方，あるいは代理人の弁護士の方，これらの

日程も配慮した上で決めるということになりまして，これらの事件については相応の配慮が

必要だという現状がございます。

実際の体験では自動車事故であるとか，そういうものについても，結構参加ということで

被害者の，特になくなった方の遺族の方とかが来られるケースというのが結構多いんではな

いかと思います。

それから，これも全く違う観点で実務的なこととなるかもしれませんが，審理期間の点か

らは，裁判員裁判の審理の影響というものもこの長期化という点では見逃せないところがご

ざいます。

裁判員裁判の審理というのは集中的に行われるために，その期間はほかの事件，これは裁

判員裁判か否かを問いませんが，これに割ける日程や仕事量が極めて限られると，こういう

ことになります。ほぼ毎日のように午前１０時から午後５時まで公判手続，あるいは評議に

臨むと，こういうことになりますので，それらの事件以外については，若干先送り的な状況

になる現実がございます。

私の所属する部でも昨年ですが，３か月間に立て続けに３件の裁判員裁判，審理をしなけ

ればならないと，こういう状況がございました。そうなりますと，ほかの事件も待たせてお
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りますので，終わった後はどうかといいますと，待たせていた事件を次々に今度は処理しな

きゃいけないということで，かなり審理日程が窮屈な状況が続いておりました。

このように裁判員裁判をしている間の仕事量や日程という点では，検察官や弁護人の先生

方も同じ状況ではないかと思います。これらの点は，審理期間，あるいは負担感を決める要

因は，その事件に限られないということを御理解いただけるものの一つではないかと考えて

おります。

結局，各種の要因があって審理期間の長短というものはございますので，いろいろこの点

については慎重に検討すべき点があるのではないかと考えております。

最後に裁判員裁判，これについて若干お話ししておきたいと思いますが，裁判員裁判自体

は法曹三者が協力して理解しやすい審理，これを心がけまして，国民の理解，実際に裁判員

や補充裁判員，あるいは裁判員の候補者となられた方々の協力を得まして，基本的には順調

に運用されているものと考えております。

事件を担当してみますと，裁判員等になられた方は，本当に真面目にかつ熱心に仕事に取

り組まれて議論されまして，毎回敬服しているところでございます。

ただ，平成２４年に出されました最高裁の検証報告書では，特に公判前整理手続の長期化

が指摘されていたところです。裁判員裁判の場合，公判審理自体は集中して行われるために

全体としての裁判の期間の長短は公判前整理手続にかかっているということができます。

否認事件については争点の確認や審理日程の作成，これにある程度の時間を要するのは仕

方がないというところでして，また自白事件についても先ほど述べました追起訴が続く事件，

鑑定をする事件など時間のかかる要素，それ自体がある事件はともかくとして，そうでない

事件についても打合せ等に時間をかけ過ぎているのではないのかという指摘がされておりま

す。

各裁判所におきましては，これまで法曹三者間でいろいろ検討会等，あるいは中での検討

等の作業はされておりまして，これまで実践や運用の点では当事者に主張書面，これを早期

に出してもらう，あるいは早期から三者で打合せを重ねて，その間隔もなるべく詰めていく，

あるいは証拠開示は，これは制度ができているんですけれども，弁護人からの正規の請求を

待たずに検察官に早く任意に開示してもらって準備をしてもらう，あるいは審理方針の大枠

が決まった段階で，審理日程については早い段階に仮予約をしてしまうと，このような早期

に進めるための工夫がされております。

これによって多くの事件は，一応の目安としては約半年後には公判審理に入った方がいい

のではないかというようなことが一般的に言われておるんですが，この期間に一応入ってい

るという状況にはあるのではないかと考えます。

もっとも公判前整理手続につきましては，これを終えてしまうと新たな立証を制限される

という，こういう法律的な効果がございます。また，一気に公判審理を進めるためには，証

拠書類の精査，選別や証人の準備に相当の労力，時間を要するということはやむを得ない面

があると思います。

また，自白事件といっても，結局は証拠関係を精査した結果ですから，多くの問題を含め

て検討に相当の日数を必要とする場合もあります。また，その検討の関係については，先ほ

ど民事事件でも御指摘がありましたが，この事件に携わる関係者の習熟度の問題も関連して

くるのではないかと思います。

このような問題がございまして，単純に一概に期間は短縮すればよい，あるいはできると
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いうものではなくて，このような要因の中で実質的に充実した審理，検討をいかに短期間に

するかと，こういう点が問われているのではないかと思われます。

いずれにしろ，制度として今の時点でまだ５年たっていないというものでして，今後もな

お検討や実践を考えていく必要がある段階ではないかというふうに考えております。

以上でございます。

○長谷部座長 詳細な御説明，どうもありがとうございました。

ただいまの点でも結構ですし，ほかの点でも結構ですから，御意見をいただければと思い

ます。

大谷委員。

○大谷委員 それでは，検察の立場から若干お話をさせていただきます。

刑事事件一般についての分析ということでは，我々も今大野委員が御説明されたのとほぼ

同じような感覚でおりまして，従前から刑事事件については自白事件の場合，大体１回結審

で終わるということでしたので，長期化ということは，そんな大きな問題ではなかったんだ

と思います。ですから，統計的にも，この法律ができた平成１５年から見ても，そんなには

変わっていません。これは恐らく，底と言うと変ですけれども，そういう問題なんだろうと

思います。

大野委員が言われたように，否認事件が長期化の一番の要因ということに多分なっていく

んだと思いますけれども，最近の現状でいいますと，否認事件が増加しているということは

１つ言えます。それから，社会経済状況の変化，あるいは高度情報社会を迎えたということ

で，今までなかったような類型の犯罪，例えばサイバー犯罪であるとか，そういったいろい

ろな，かつてなかったような事件がいろいろ増えてきています。そういうものについては，

これまでの古典的な立証では足りないというようなこともありますし，鑑定の問題とか，そ

ういう非常に専門的な知識を要する立証が必要になっていく事件が確かに増えていることも

事実です。ですから，そういう事件にどう対処していくかというのが１つの課題ですけれど

も，これは運用上の問題かと思います。

それで，否認事件につきましても，統計的に見ますと，平成１５年において，９．３か月

だった平均審理期間が若干短くなり，最近横ばいというような，そういう御報告だったんで

すけれども，１０年前に比べれば０．８か月減少しており，それはそれなりの成果が上がっ

ているんだろうと思います。その大きな要因としては，公判前整理手続を導入したというこ

とではないかと思っています。

公判前整理手続，あるいは期日間整理手続というのができて，従前でしたら，五月雨式に

いろいろな立証を１か月ごとにやっていたというようなものが，そういった手段の中できち

んと争点を整理して審理計画を立ててやっていくというようなことが行われ，かつてならも

っと時間がかかっていただろうというような事件の審理期間が短縮化しているという傾向は

あるんだと思います。

ただ，その一方で，裁判員裁判というものが５年前に始まりました。今までやってきた公

判のやり方と大きく変わったところがたくさんあります。その中で公判前整理手続を義務的

にやらなければならないんですが，先ほど大野委員からも御指摘があったように，その手続

きの長期化というのが我々としては最近の一番大きな問題かなという認識でいます。裁判員

裁判の対象になる事件，殺人であるとか傷害致死であるとか，そういう非常に重い犯罪なん

ですが，裁判員裁判がない時代にそういう事件で否認事件の場合どうだったのかというと，
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例えば，１か月に１度ずつ証人尋問を入れて長期化はしていたんですけれども，そうやって

やった方が公判前整理手続をやるよりも，トータルとしては短く終わったんじゃないかとい

うふうなことを実感する事件も，実はままあります。公判前整理手続が１年ぐらいかかって

しまって，もちろん審理が始まったら，そこは連日開廷が原則ですから，４日とか５日とか

で終わるんですけれども，そこへ行くまでの助走がすごく長くなってしまっていて，昔だっ

たら五月雨式にやっていても，８か月とか１０か月で終わっていたんじゃないかというよう

なものが逆に伸びているというようなことが最近の傾向として気になるところです。

ただ，それは先ほど制度の習熟度というようなお話がありましたけれども，五，六年前に

できた，こういった公判前整理手続という新しい制度を使っていく場合，我々実務家として

の習熟度，これを高めていかなきゃいけないんだろう。迅速化に向けて，多分いろいろな工

夫なり努力はしていかなきゃいけないんだろうというふうに思っています。

裁判員裁判の場合は，まず公判前整理手続で争点整理をするということで，まず検察官と

して，一体どういう事実を立証するのだということを明らかにしなければなりません。証明

予定事実と言うんですけれども，その記載書面を出すという，これをやらないと，まず出発

しないわけです。制度が始まった当初は，この書面をそんなにすぐには出せなかったんです

けれども，迅速化ということを考えたら，それはできるだけ早く出すように努力しなければ

いけないんだろうということで，今は多分おおむね２週間ぐらいで提出していると思います。

それと同時に，書面だけ出しても弁護人の方としては対応のしようがないので，当然検察

官はどういう証拠でこれを立証するんだという証拠の開示をしなければいけないわけですけ

れども，この証明予定事実記載書面を出すのと同時ぐらいには，ほぼ証拠の開示をやってい

るというのが今のスタンダードなやり方だと思います。

それから，先ほど大野委員からもお話しありましたように，従前は検察官が立証しようと

するのに必要な証拠の開示だけというのがある意味スタンダードだったんですが，証拠開示

制度というのが一連の司法制度改革で整備されまして，弁護人が検察官が請求した証拠の証

明力，信用性を争うために，こういう証拠が必要なんだという，これは類型証拠というんで

すけれども，そういう証拠の開示請求ができる。それに対して検察官が開示していく。

さらに，弁護人の方で，こういう争点を争いたい，それに関連する証拠を出してほしいと

いう，争点関連証拠の開示請求という，そういった制度もできたんですけれども，これらの

制度が始まった当初は，法律に規定している順番でその手続をやっていました。とりあえず，

第１段階では立証に必要な証拠だけ出して，弁護人から開示請求が来たらどうしようかと判

断して，その要件を満たす証拠を出していくという，こういうやり方ですと，多分期間がど

んどん延びていくということになります。ですから，迅速化ということを考えて，これは通

常類型証拠として当然請求されるだろう，請求されれば当然開示するだろうというようなも

のは，今比較的かなり広範囲に，俗に「任意開示」と言っているんですけれども，検察官と

して，これを積極的に請求するつもりはないんだけれども，恐らく弁護人としては見たいん

だろうという証拠は，最初の証拠開示にあわせて，できるだけ広範に出すように，今そうい

うふうな運用をしているところです。

もちろん，弁護人のお立場からすれば，まだまだ不十分なところはあるかもしれませんけ

れども，我々としては，できるだけ争点整理が迅速に進むようにということで，このような

努力というか，取組をしている，そんなような現状です。

とりあえず，以上です。
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○長谷部座長 ありがとうございました。

○二島委員 では，弁護人の立場から二島から簡単に。

○長谷部座長 どうぞ。

○二島委員 今までの御報告にありましたとおり，裁判員の事件とそうでない事件とでは，か

なり大きな落差がございまして，特に一般の事件で数が多い自白事件と言われている争いの

ない事件につきましては，弁護人の立場から言っても，もう短縮のしようが多分ないんだろ

うと。窃盗の初犯事件等になりますと，まだ家族が見放していないものですから，大体「先

生，何とかして示談とってくれ」なんて話になるわけです。そうなると，公判で裁判官の目

に見せたいものですから，それ相応の時間がかかります。身体拘束されている事件。保釈が

とれると弁護士さんの打合せはすぐできるようになるんですけれども，国選などになります

と，保釈金の都合がなかなかつかない方々もいらっしゃると，我々の方で会いに行かなきゃ

いけない。東京ですと簡単に会いに行けるんですけれども，実は各地で北海道はどうかとい

う実情をお聞きしますと，なかなか吹雪の中も行かなきゃならないとか手間暇がかかること

がございまして，では，こういった一番数の多い裁判員以外の自白事件の短縮は，多分迅速

化の観点というよりも，先ごろ，冒頭中尾委員が申し上げたとおり，充実の基盤整備法だと。

充実どうするんだという議論の方が大事かなという気がしておりまして，そうなってくると，

今検察庁も盛んに再犯の防止のための工夫をなさっておられるということのようですが，そ

れは弁護士会の方でも協力を申し上げて，今後新しい制度設計として一部執行猶予制度とい

うのを導入されていますので，そこにどうやって取り組んでいくかということは非常に大事

になっているかなという感じがいたします。

事件の動向として刑事事件，弁護士は余りやっておらないものですから，全体の事件の動

向というのはわかりませんけれども，確かに仲間の弁護士の意見を聞きましても，経済事犯

等複雑困難な事件が増えていて，大変でという話はよく聞きます。

次に，裁判員の事件ですけれども，これも弁護人としては負担が非常に重くて，弁護士の

仲間で出版作業なんか何人かでやろうなんていうときに，１人裁判員の事件を抱える人が出

てくると，もうその方が公判の直前，２，３週間は，ともかく時間がとれないという状況で

す。だから，やらないというわけではないのですけれども，それは一生懸命やっていくわけ

ですが，そこで若干問題になってきますのは，そういう負担の大きな事件，それから，ただ

いまの検察官の立場の御説明ありましたけれども，いろいろな証拠開示制度についても習熟

の度合いというのは非常に大事になってきまして，今日弁連では，それまでいろいろな委員

会で刑事の検証をやっていたのを一本化まとめようということで今努力しております。その

中で，東京，大阪と大きな都市では弁護士の数もたくさんいますので，刑事に特化した事務

所というのは，今増えてきているんですけれども，各地に行きますと，なかなかみんなで手

分けしてやらなきゃいけない。となると，先ほどお話ししました若い弁護士にも担当させな

きゃいけない。では，そこをどうやって持ち上げるかというのは，今一生懸命努力している

ところですので，おのずから，それは解決していくかなという感じはしております。

大体，以上のとおりでございます。

○長谷部座長 ありがとうございました。

今までのところで，運用面で公判前整理手続をどのように効率的に進めるかという問題と，

それから基盤面といいましょうか，習熟度を上げる。特に新しく法曹になった人の習熟度を

上げていくということは非常に重要だというような御指摘があったように思いますが，ほか
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にいかがでしょうか。

では，川上委員。

○川上委員 今それぞれの立場からの御説明を伺いまして，刑事事件につきましては，基盤整

備，制度整備として公判前整理手続の導入，これが大きかったということは共通の認識でい

らっしゃるというふうに理解いたしました。

問題は，長谷部座長からもございましたが，運用面です。運用面のネックの一つが「習熟

度」という言葉を民事事件についてもお話しございましたけれども，それが大きな課題であ

る。そうすると，それぞれの立場でＯＪＴといいましょうか，そうした工夫，取組もされて

おるようですけれども，それを更に加速させる。こういう方向も必要なのではないかと考え

ました。

それと，もう一つ，これは刑事事件については２年を超えるものが０．２％ございます。

例外的という御報告を先般頂きましたけれども，例外であっても問題でありまして，なぜそ

れがそれだけ時間がかかったのか。何が問題だったのか，個別の検証というのでしょうか，

問題点の洗い出し，そうしたことも必要なのかなという感じがいたしました。

長期化要因として論点整理（案）にも指摘され，前回の最高裁の御説明もございましたけ

れども，これはあくまでも統計にあらわれた数値上の傾向ということだと思いますので，個

別の案件について何か特殊な問題があったのか，そこら辺のところもできれば明らかにして

いただくと，問題の取組，問題点の解消に役立つのではないかという感想を持ちました。

○長谷部座長 どうもありがとうございます。

ほかによろしいでしょうか。

久保委員，どうぞ。

○久保委員 刑事で今少し統計を見ますと，御説明いただいたように否認事件が増えており，

そういう中で，否認事件の裁判の期間は，それほど長期化していない。ほぼ横ばいというこ

とで，関係者の御努力が非常にあるんではなかろうかと思うわけです。しかし，今御説明に

あったように，高度の専門性を要するような複雑困難な事件というのが，恐らく今後ますま

す増えてくるんじゃなかろうかと思うわけです。そういう中で，先ほど習熟度の話がござい

ましたけれども，全てを司法内部の知識とか蓄積で処理するというのは，おのずから無理が

あり，広い意味での基盤整備といいますか，裁判を支えるようなサポート態勢の整備が必要

です。例えば，社会に存在する様々な社会資源や専門知識を集約して連携をしていくという

ふうなことです。これまでも医療とかいろいろな分野であると聞いておりますけれども，更

にそういう努力を今後ともしていく。民事だけではなく，刑事面でもそういう努力を続けて

いく必要があるんではなかろうかと感じております。

○長谷部座長 どうもありがとうございます。

○二島委員 今の関連でよろしいですか。

今グローバル化が進みまして，外国人の方の犯罪も結構増えておりまして，今弁護士会で

問題にしていますのは通訳の正確性とか，あるいは通訳を介しますと法廷の時間が長くなっ

てしまいますので，それをどう工夫するんだということは，いろいろと法曹三者の協議させ

ていただいているんですが，そんなことも迅速化の方に影響を与えているのかもしれません。

以上であります。

○長谷部座長 裁判を支えているのは，法曹や裁判所の職員だけではなく，いろいろな社会の

方々に支えていただいているという面があるかと思いますので，そのあたりの連携というの
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は非常に重要な視点だというふうに思います。

そのほかにはよろしいでしょうか。

それでは，家事事件につきまして，先ほど民事のところでも遺産分割等々の関係で少し御

指摘いただきましたけれども，家事についての御指摘ございましたら。

矢尾委員。

○矢尾委員 この検討会でも何回か御紹介がありましたように，家事事件の事件数は全般的に

増加する傾向にございます。これは，先ほど民事事件の関係で申し上げましたような社会全

体の高齢化の進行，あるいは家族観の変化などの社会的要因を背景にしたものであるかと思

います。こういった傾向は，今後も続くのではないかと思われます。

家事事件については，家事事件手続法が平成２５年１月から施行されて，当事者の手続保

障の強化や手続の透明化等が図られたところです。現在，家庭裁判所では，この法律の理念

に従って，家事事件の充実強化に向けた取組が進められているというところですが，検証報

告書の統計データなどによりますと，婚姻関係事件，監護事件で紛争性の高い事件の増加傾

向とか，あるいは代理人選任率の増加傾向が見られるようですので，少子高齢化のさらなる

進行とか相続についての考え方や家族観の変化，国民の権利義務の意識の変化，あるいは法

的アクセスの向上といった背景から，家事事件についても紛争の顕在化，複雑化，さらには

先鋭化が進むことになるのではないかと考えております。

以上です。

○長谷部座長 ありがとうございます。

では，中尾委員。

○中尾委員 全体の現状については矢尾委員のおっしゃるとおりで，補足的に申し上げますが，

家事事件については少子高齢化，あるいは家族観とか相続観の変化というところが社会的に

大きく影響していて量的にも増えてはいます。特に成年後見事件などはかなり増えていまし

て，遺産分割事件も前回の最高裁の御説明にあったように増えているということで，これか

らかなりの急ピッチで増加するような環境にあるんじゃないかという感じがします。

量的に増加すると同時に，事件の質的な面，先ほど矢尾委員がおっしゃったとおり，複雑

化，困難化していると同時に先鋭化しているわけです。少子という子供の数が減ることで相

続が単純化するということではなくて，例えば二人の兄弟間での争いが少ないがゆえに激化

したり，より先鋭化するところがあったりして，そういったところは量的な負担と質的な負

担感というところが事件の性格上増えてくるんではないかという実感をしております。

家事の分野というのは，先ほど来出ている民間・行政型のＡＤＲが直ちに拡充される状況

にありませんので，司法型ＡＤＲである家庭裁判所の家事調停が，これからますます存在意

義を発揮し，また家庭裁判所というのは全国で支部を含めて配置されていますので，全国の

あらゆる地域でそういう家事事件の受け皿になって，それで解決するということで，ますま

す重要な機能を発揮すべきではないかと思います。

その意味で，そういう事件動向からすると，家庭裁判所の家事調停を含めた機能強化と，

それを支える家庭裁判所の人的・物的な態勢を強化していく。物的というのも，調停室や待

合室が全体的に少ないんです。待合室で言えば，調停になると，待合室が狭いので当事者が

廊下にあふれて立っているというのが常態化しています。家事事件の場合には，対立当事者

がそういう環境で立ち会いますと，思わずアクシデントも生ずるということで，ちゃんと当

事者ごとに分かれた離れた場所の待合室とか，そういった物的な施設も我々弁護士会で議論
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しますと，全国的に不足しているという。もちろん，人的な態勢含めてですけれども，特に

物的な態勢が遅れているということが指摘されますので，家庭裁判所の人的・物的態勢の拡

充，家裁の機能強化が当面の極めて喫緊の重要課題に浮上しているという感じがします。

もう一点は，我々弁護士の態勢面ですけれども，先ほど矢尾委員がおっしゃるとおり，家

事事件の弁護士の選任率が上昇しています。婚姻関係事件は，３割から４割に増えています。

遺産分割事件についても６５％ぐらいに上昇しています。今までは家庭事件に我々弁護士の

ような第三者が介入するということが新たな紛争の火種になるということで抵抗感があった

んですけれども，最近そういう抵抗感が弱まりつつあるのか選任率が増えている。これは恐

らく弁護士人口が増えているという，そういう態勢整備の前進面が徐々にこういう選任率と

いうデータに表れてきているというところがありますので，これは今後検証していくと選任

率との関連性がよりはっきりしていくんじゃないかなと思います。

我々の弁護士が関与する事件が増えるということは，先ほど申し上げた家庭裁判所の機能

強化と連動して，家事事件における司法的な解決の仕組みがそれだけ整備されるということ

につながりますので，そのあたりを今後注目しながら検証していく必要があると思っていま

す。

○長谷部座長 どうぞ，二島委員。

○二島委員 同じような意見になるんですけれども，私の方の事務所にも東京家裁の調停委員

の弁護士がおりまして，そのような話を聞きますと，最高裁の報告書にもありますとおり，

少子高齢化の影響を一番強く受けるのは，ここの家庭裁判所，あるいは家事事件ということ

になっている。子供が少なくなっていきますから，どうしても子の奪い合いというのが出て

きて，面接交渉が物すごい手間がかかるらしいんです。成年後見の問題もどんどん増えると

いうのも，そのとおりで，それは今始まって，このまま横ばいではなくて右肩上がりに上が

っていきますので，今直ちに中尾委員がおっしゃったとおりで，家庭裁判所をどうやって強

化していくんだという議論を議論だけではなくて手をつけないと，多分，この５年後，１０

年後には本当に手遅れになると思いますので，いろいろなところで議論をしなきゃいけない

のかなと考えております。

以上です。

○長谷部座長 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

民事・刑事と共通する点は，制度改革が家事についても最近行われており，それを支える

人的・物的基盤整備が急がれるということであったかと思います。

それでは，一通り御議論いただきましたので，先ほど裁判外紛争処理ということで，ＡＤ

Ｒについての御指摘もありましたので，事務局の方から補足の説明をお願いします。

○鈴木参事官 それでは，お手元の事務局提出資料３－１を御覧ください。

まずＡＤＲ一般につきまして若干御説明をさせていただきます。

ＡＤＲは，例えば調停，周旋，仲裁などの裁判によらずに紛争を解決する手段，方法等の

総称でございまして，英語の Alternative Dispute Resolutionの頭文字を取った呼称でござ

います。

ＡＤＲの特徴といたしましては，そこにございますとおり，利用者の自主性を活かした解

決，プライバシーや営業秘密を保持した解決，簡易・迅速で廉価な解決などが挙げられます。

ＡＤＲの実施主体は大きく３つに分類されておりまして，先ほど中尾委員から御指摘もご
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ざいましたが，１つ目は，民事調停や家事調停など裁判所の手続として行われる裁判型，２

つ目は行政機関等が実施主体となって行う行政型，３つ目は民間組織が実施主体となる民間

型でございます。

法務省で実施しております認証ＡＤＲ制度は，民間型のＡＤＲを対象とするものでござい

ます。

続きまして，認証ＡＤＲ制度について御説明をさせていただきます。

事務局提出資料３－２を御覧ください。

認証ＡＤＲ制度は，「裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律」，これは一般にＡＤＲ法

と呼ばれておりますが，この法律に基づく制度でございます。ＡＤＲ法は，平成１９年４月

１日に施行されまして，認証ＡＤＲ制度が開始されてから本年４月で７年が経過するという

ことになります。認証ＡＤＲ制度は，民間ＡＤＲ業務につきまして，民間ＡＤＲ事業者の任

意の申請があった場合に，法定の基準要件に適合するものを法務大臣が認証する制度でして，

認証ＡＤＲを利用した場合には，時効中断効などの特例が付与されるところでございます。

平成２６年２月１日現在，今月現在ですが，１２８の事業者が認証を取得し活動している

ところでございます。認証事業者全体における年間の受理件数は制度発足以降増加しており

まして，平成２３年度で年間１，３５２件となっており，そのうち相当数の事件を取り扱っ

ている事業者も存在するところでございます。

簡単ではございますが，ＡＤＲの現状につきまして御説明は以上となります。

○長谷部座長 ありがとうございます。

ただいまの御説明につきまして，何か御質問，あるいは御意見等いただけるでしょうか。

いかがでしょうか。

ＡＤＲといいましても，司法型，民間型，あるいは行政型といろいろございますけれども，

皆様方もいろいろな御経験がおありになるのではないかと思いますが，よろしいでしょうか。

ＡＤＲについて，また別の検討会で検討が進んでおりますね。

○鈴木参事官 はい。

○長谷部座長 それでは，ＡＤＲの動き，先ほど原発ＡＤＲのお話などもございましたけれど

も，今後も注目していきたいと思いますが，こういったことも含めた今までの御議論に何か

つけ加えていただくこと等ございましたら，いかがでしょうか。

○中尾委員 ＡＤＲに限らず，社会的要因の関連で意見を申し上げたいんですけれども，最高

裁の第５回検証で社会的要因の検証をしたんですが，この社会的要因というのは社会実態の

ことです。ですから，社会実態から裁判とか司法の役割・機能を検証していくという，これ

は初めての横断的な検証だったと思っています。その意味で画期的だったと思いますし，こ

ういうアプローチでの検証というのを今後各界でもやる必要があるし，更にそういった検証

を深化させなければいけない。そういう実感を持ちました。

この検証で明らかになったことは，まず潜在的な紛争，これが膨大にあるということなん

です。先ほど丹野委員がおっしゃったとおり，消費生活相談というのは年間八十数万件ある

んですけれども，この検証で訪れた地方の消費生活センターでは，暗数がそれより１０倍程

度あるという，そういう実感を披露されていました。したがって，我が国には潜在的紛争が

まだ膨大にあるということ。これは第５回報告書に書いてあるんですけれども，様々な要因

で顕在化されずに司法的解決に結びついていないという，そういう実態があるということだ

と思います。
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そのために潜在的紛争を顕在化させる入り口の仕組み，すなわち顕在化に結びつける社会

的基盤の整備が必要だということが分かったことと，更にそれによって顕在化された法的紛

争が放置されないで，司法的解決に結びつけるためのルート，プロセス，これがいわゆる法

的解決の出口に当たる裁判所とかのそういった基盤整備と連動しながら，全体的に整備され

る必要があるということが，この検証によって明らかになったということは，非常に重要な

ことだと思います。

同時に，そういう全体的な状況の中で裁判所にたどり着く法的紛争が本当に氷山の一角だ

ということが指摘されています。併せて我々弁護士にたどり着く法的紛争も僅かだという，

そのあたりが実証的に明らかになってきているということで，司法へのアクセスというもの

を飛躍的に拡充するためのハード面とかソフト面，こういった仕組みを司法基盤という領域

だけではなくて，ＡＤＲや外にある社会的基盤の領域にまで広げて総合的に作り上げていく，

そういう必要性や課題があるということが，この検証で明らかになったと思います。ですか

ら，社会的要因の検証によって，いろいろな意味で課題が明らかになって，今後取り組むべ

き施策が必要だということが見えてきたというような感じがいたします。

○長谷部座長 ありがとうございます。

ほかに社会的要因で。

丹野委員，どうぞ。

○丹野委員 補足でございます。

国民生活センターが国民生活動向調査というのを毎年毎年やっているんですが，無作為に

抽出した消費者にアンケート調査を行います。

その中で消費者トラブルに遭った方というのは，事業者との間で紛争トラブルがあった方

というのが一定数いるんですけれども，「では，どこに相談をしましたか」という質問には，

当該の企業だとか，それから親族だとかというのが断然多くて，公的な機関である消費生活

センターに相談したというのは，今年度は２．８％でございます。

ですから，暗数は非常に高いということで，消費生活センターでさえ，普通の人にとって

はハードルが高いということだと思いますので，裁判は非常に遠いんだというふうに思って

おります。

○長谷部座長 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

どうぞ。

○久保委員 短く申し上げます。

社会的要因の検証については中尾委員と全く同感で，非常に貴重な作業だったと思います。

この中で結論として多数の潜在的紛争が存在し，それがこれから顕在化するというふうなこ

とを書いているわけですが，現実を見ますと，潜在的な紛争が司法に届く動きというのは，

なかなか鈍いような感じを受けるんです。

かねてから私は思うんですが，国民の法意識というのが非常に強固でなかなか変化しない

のか，それともまだまだ隅々にまで司法アクセスが行き届いていないのか，その辺はよく分

かりませんけれども，現状では顕在化するんだと結論付けるのではなく，なぜ司法に届いて

こないのかというところに目をつけて，今後とも慎重に見守っていく必要があるんではなか

ろうかという感じはいたします。

○長谷部座長 ただいまの点は昔からいろいろな議論があるところでありまして，なかなか難
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しいかと思いますけれども，非常に重要な御指摘かと思いますので，今後も検討していただ

きたいと思います。

今まで大変活発に御議論いただきましたけれども，御議論を踏まえて迅速化の現状につい

て少しまとめてみたいと思いますが，この点について何か補足の御意見などいただけました

らと思いますけれども。

よろしいでしょうか。

民事・刑事・家事を通じて，いろいろな制度改革が進んでおり，新たな試みなどもされて

おります。例えば，民事の場合は，現行民事訴訟法が制定されたときに争点整理手続が法制

化されたということがございます。また，刑事については裁判員裁判制度と，公判前整理手

続が導入されました。これ以外にも証拠開示ですとか，いろいろな制度が導入されておりま

す。また，家事事件については家事事件手続法が施行されて，１年が経ったところでありま

す。そういった制度改革が一方で進んでおり，それを運用する面での今後の課題というもの

も，本日の御議論を通じていろいろと見えてきたという感想を持っております。

次に，皆様方の間で一致しているのかなと思われますのは，多くの事件は，それほど深刻

に長期化しているということではないのだと。諸外国の統計等と比較してみても，我が国の

司法制度において遅延が深刻であるということではないのだけれども，２年を超えている事

件については，長期化していることにはそれぞれ複雑な要因がある，個別の事件ごとにいろ

いろな要因があるのだという御指摘は，共通してあったように思います。

長期化の社会的要因としては，新しい紛争類型が訴訟にもちこまれていることですとか，

あるいは高齢化，少子化と国民の意識の変化の結果として新たに紛争が生じてきたり，紛争

が激化しているといった御指摘もあったかと思います。このほか，制度を運用していくうえ

では人的・物的な基盤整備が必要であると。事件に携わる裁判官，検察官，弁護士，それか

ら，裁判制度を支えるさまざまな専門職，例えば刑事では通訳ということがありますし，民

事に専門的な知識を導入するためには，今日はとくに御議論はありませんでしたけれども，

専門委員制度というものも現行民事訴訟法のもとで導入されていて，医療事件や建築関係事

件などでは活用されております。これまでそういう実績があると思いますけれども，今後，

新しく増加していく事件について，いかにして専門的な知識を裁判の場に導入してくるかと

いうことも，非常に重要な課題なのかなというふうに感ずる次第であります。

それらの課題への対応策を拡充していくことによって，審理期間を短縮すると同時に，適

正かつ充実した審理を促進することができるのではないか。そういった点についても配慮を

すべきであるということも，皆様の共通の御意見であったように感じておりますが，こうし

た点に留意しつつ，今後の議論を更に深めていくということでいかがでしょうか。よろしゅ

うございますか。

それでは，本日も長時間にわたり，活発な御議論をどうもありがとうございました。終了

時刻となりましたので，ここまでとさせていただきたいと思います。

次回の予定について，事務局からお願いします。

○鈴木参事官 次回は，３月１３日木曜日，午後１時から午後３時までということで予定して

おりまして，場所は本日と変わりまして法務省２０階にございます第１会議室の方で執り行

いたいと思います。

次回は，本日整理した論点のうち，第２，迅速化に向けた取組，それから第３，迅速化法

の展望につきまして引き続き御議論をお願いしたいと思います。
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詳細につきましては，追って事務局からお知らせをさせていただきたいと思います。

○長谷部座長 では，本日はどうもありがとうございました。次回もよろしくお願い申し上げ

ます。

─了─


